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令和 ２ 年 ３ 月 26 日（木曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 １６ 　号）

　　　　規　　　則
○石川県の事務処理の特例に関する条例施行規則の一部

　を改正する規則 （行政経営課）　１

○無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める

　条例施行規則 （厚生政策課）　１

○食品衛生法施行細則の一部を改正する規則

 （薬事衛生課）　３

○石川県興行場法施行条例施行規則の一部を改正する規

　則 （　　同　　）　４

○石川県ふぐの処理等の規制に関する条例施行規則の一

　部を改正する規則 （　　同　　）　７

○石川県卸売市場条例施行規則を廃止する規則

 （生産流通課）　７

○石川県漁港管理条例施行規則の一部を改正する規則

 （水　産　課）　７

　　　　訓　　　令
○石川県職員特殊勤務手当支給規程の一部改正

 （人　事　課）　７

　　　　告　　　示
○電磁的記録を使用して行うことができる保存等の一部

　改正 （行政経営課）　８

○電磁的記録を使用して行うことができる保存等の一部

　改正 （　　同　　）　８

　　　　人事委員会
○職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規

　則 　８

　
石 川県の事務処理の特例に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　 　
令 和二年三月二十六日

 石 川県知事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

石 川県規則第六号

　 　　
石 川県の事務処理の特例に関する条例施行規則の一部を改正する規則

　
石 川県の事務処理の特例に関する条例施行規則（ 平成十二年石川県規則第四十二号）の 一部を次のように改正する。

　
第 二 条 の 表 八 の 項 ロ 中 「第 一 条 」 を 「第 三 条 」 に 改 め 、同 項 ハ 中 「第 三 条 第 二 項 」 を 「第 五 条 第 二 項 」 に 改 め 、同

項 ニ 中 「第 四 条 」 を 「第 六 条 第 一 項 」 に 改 め 、同 項 ホ 中 「第 五 条 第 二 項 」 を 「第 八 条 第 二 項 」 に 改 め 、同 項 ヘ 中 「第

六 条 第 二 項 」 を 「第 九 条 第 二 項 」 に 改 め 、同 項 ト 中 「第 六 条 第 五 項 」 を 「第 九 条 第 五 項 」 に 、「 第 七 条 」 を 「第 十 条 」

に 改 め 、同 表 九 の 項 ロ 中 「第 一 条 」 を 「第 三 条 」 に 改 め 、同 項 ハ 中 「第 三 条 第 二 項 」 を 「第 五 条 第 二 項 」 に 改 め 、同

項 ニ 中 「第 四 条 」 を 「第 六 条 第 一 項 」 に 改 め 、同 項 ホ 中 「第 五 条 第 二 項 」 を 「第 八 条 第 二 項 」 に 改 め 、同 項 ヘ 中 「第

六 条 第 二 項 」 を 「第 九 条 第 二 項 」 に 改 め 、同 項 ト 中 「第 六 条 第 五 項 」 を 「第 九 条 第 五 項 」 に 、「 第 七 条 」 を 「第 十 条 」

に 改 め 、同 表 十 の 項 イ 中 「第 十 三 条 第 二 項 」 を 「第 十 二 条 第 五 項 」 に 改 め 、同 項 ロ 中 「第 一 条 」 を 「第 一 条 の 三 」 に

改 め、同 表十一の項ハ中「第一条」を「第一条の二」に改め、同 項ニ中「第一条の三第二項」を「第一条の四第二項」

に 改 め 、同 表 十 五 の 項 イ 中 「第 七 条 第 二 項 」 を 「第 六 条 第 二 項 」 に 改 め 、同 表 三 十 一 の 項 リ 中 「第 二 十 九 条 第 一 項 」

を 「第三十四条第一項」に改め、同 項ヌ中「第三十条第二項後段」を「第三十五条第二項後段」に改め、同 項ル中「第

三 十 一 条 第 一 項 」 を 「第 三 十 六 条 第 一 項 」 に 改 め 、同 項 ヲ 中 「第 三 十 一 条 第 二 項 」 を 「第 三 十 六 条 第 二 項 」 に 、「 第

三 十 条 第 二 項 後 段 」 を 「第 三 十 五 条 第 二 項 後 段 」 に 改 め 、同 項 ワ 中 「第 三 十 六 条 第 一 項 」 を 「第 四 十 一 条 第 一 項 」 に

改 める。

　 　　
附

　
則

　
こ の 規 則 は 、建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （令 和 元 年 法 律 第 四 号 ） 附 則

第 一 条 第 二 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。た だ し 、第 二 条 の 改 正 規 定 （同 条 の 表 三 十 一 の 項 に 係 る 部 分 を

除 く。） は、公布の日から施行する。

　
無 料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則をここに公布する。

目　　　　　　　　　　　次

規　　　　　　　　則
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令 和二年三月二十六日

 石 川県知事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

石 川県規則第七号

　 　　
無 料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

（ 趣旨）

第  一 条

　
こ の 規 則 は 、無 料 低 額 宿 泊 所 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （令 和 二 年 石 川 県 条 例 第 十 二 号 。以

下 「条例」という。） の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（ 暴力団員と密接な関係を有する者）

第 二条

　
条 例第六条第三項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

　
一  

　
自 己 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 り 、又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目 的 を も っ て 、暴 力 団 （暴 力 団 員 に よ る

不 当な行為の防止等に関する法律（ 平成三年法律第七十七号）第 二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

又 は暴力団員（同条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） の利用等をしている者

　
二  

　
暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 資 金 等 を 供 給 し 、又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 、直 接 的 又 は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 運

営 に協力し、又は関与している者

　
三  

　
暴 力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

（ 設備に関する基準）

第  三 条

　
条 例 第 十 二 条 第 六 項 に 規 定 す る 設 備 の 基 準 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 設 備 の 区 分 に 応 じ 、当 該 各 号 に 定 め る と お

り とする。

　
一

　
居 室

　
次 に掲げる要件の全てを満たすこと。

　 　
イ  

　
一 の 居 室 の 定 員 は 、一 人 と す る こ と 。た だ し 、入 居 者 が そ の 者 と 生 計 を 一 に す る 配 偶 者 そ の 他 の 親 族 と 同 居

す る等、二人以上で入居させることがサービスの提供上必要と認められる場合は、この限りでない。

　 　
ロ

　
地 階に設けてはならないこと。

　 　
ハ

　
一 の居室の床面積（収納設備を除く。） は、七・ 四 三平方メートル以上とすること。

　 　
ニ

　
居 室の扉は、堅固なものとし、居室ごとに設けること。

　 　
ホ

　
出 入口は、屋外、廊下又は広間のいずれかに直接面して設けること。

　 　
ヘ

　
各 居室の間仕切壁は、堅固なものとし、天井まで達していること。

　
二

　
炊 事設備

　
火 気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

　
三

　
洗 面所

　
入 居定員に適したものを設けること。

　
四

　
便 所

　
入 居定員に適したものを設けること。

　
五

　
浴 室

　
次 に掲げる要件の全てを満たすこと。

　 　
イ

　
入 居定員に適したものを設けること。

　 　
ロ

　
浴 槽を設けること。

　
六

　
洗 濯室又は洗濯場

　
入 居定員に適したものを設けること。

（ 電磁的方法）

第 四条

　
条 例第十四条第七項に規定する電磁的方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかによるものとする。

　
一

　
電 子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

　 　
イ  

　
無 料 低 額 宿 泊 所 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 入 居 申 込 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と を 接 続 す る 電 気 通 信 回 線 を

通 じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

　 　
ロ  

　
無 料 低 額 宿 泊 所 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 さ れ た 重 要 事 項 等 を 、電 気 通 信 回 線 を

通 じ て 入 居 申 込 者 の 閲 覧 に 供 し 、当 該 入 居 申 込 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 当 該 重 要 事

項 等 を 記 録 す る 方 法 （電 磁 的 方 法 に よ る 提 供 を 受 け る 旨 の 承 諾 又 は 受 け な い 旨 の 申 出 を す る 場 合 に あ っ て は 、

無 料低額宿泊所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法）

　
二  

　
磁 気 デ ィ ス ク そ の 他 こ れ に 準 ず る 方 法 に よ り 一 定 の 事 項 を 確 実 に 記 録 し て お く こ と が で き る 物 を も っ て 調 製 す

る ファイルに重要事項等を記録したものを交付する方法

２  

　
前 項 各 号 に 掲 げ る 方 法 は 、入 居 申 込 者 が 当 該 フ ァ イ ル へ の 記 録 を 出 力 す る こ と に よ り 文 書 を 作 成 す る こ と が で き

る ものでなければならない。

３  

　
第 一 項 第 一 号 の 電 子 情 報 処 理 組 織 と は 、無 料 低 額 宿 泊 所 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 、入 居 申 込 者 の 使 用 に 係 る 電

子 計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
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４

　
条 例第十四条第八項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

　
一

　
第 一項各号に掲げる方法のうち無料低額宿泊所が使用するもの

　
二

　
当 該ファイルへの記録の方法

（ 利用料に関する基準）

第  五 条

　
条 例 第 十 六 条 第 二 項 に 規 定 す る 利 用 料 の 基 準 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 費 用 の 区 分 に 応 じ 、当 該 各 号 に 定 め る と

お りとする。

　
一

　
食 事の提供に要する費用

　
食 材費及び調理等に関する費用に相当する金額とすること。

　
二

　
居 室使用料

　
次 に掲げる要件の全てを満たすこと。

　 　
イ  

　
当 該 無 料 低 額 宿 泊 所 の 整 備 に 要 し た 費 用 、修 繕 費 、管 理 事 務 費 、地 代 に 相 当 す る 額 等 を 基 礎 と し て 合 理 的 に

算 定された金額とすること。

　 　
ロ

　
イ に規定する金額以外に、敷金、権利金、謝金等の金品を受領しないこと。

　
三

　
共 益費

　
共 用部分の清掃、備品の整備等の共用部分の維持管理に要する費用に相当する金額とすること。

　
四

　
光 熱水費

　
居 室及び共用部分に係る光熱水費に相当する金額とすること。

　
五

　
日 用品費

　
入 居者本人が使用する日用品の購入費に相当する金額とすること。

　
六

　
基 本サービス費

　
入 居者の状況把握等の業務に係る人件費、事務費等に相当する金額とすること。

　
七  

　
入 居 者 が 選 定 す る 日 常 生 活 上 の 支 援 に 関 す る サ ー ビ ス の 提 供 に 要 す る 費 用

　
次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て を 満 た す こ

と 。

　 　
イ

　
人 件費、事務費等（前号の基本サービス費に係るものを除く。） に相当する金額とすること。

　 　
ロ

　
日 常生活支援住居施設として受領する委託費を除くこと。

（ 日常生活に係る金銭管理の方法）

第  六 条

　
条 例 第 二 十 六 条 た だ し 書 の 規 定 に よ る 入 居 者 の 日 常 生 活 に 係 る 金 銭 の 管 理 は 、次 に 定 め る と こ ろ に よ り 行 う

も のとする。

　
一

　
成 年後見制度その他の金銭の管理に係る制度をできる限り活用すること。

　
二  

　
無 料 低 額 宿 泊 所 が 管 理 す る 金 銭 は 、入 居 者 に 係 る 金 銭 及 び こ れ に 準 ず る も の （こ れ ら の 運 用 に よ り 生 じ た 収 益

を 含 む 。以 下 こ の 条 に お い て 「入 居 者 に 係 る 金 銭 等 」 と い う 。） で あ っ て 、日 常 生 活 を 営 む た め に 必 要 な 金 額 に

限 ること。

　
三

　
入 居者に係る金銭等をその他の財産と区分すること。

　
四

　
入 居者に係る金銭等は、入居者の意思を尊重して管理すること。

　
五  

　
条 例 第 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 契 約 と は 別 に 、入 居 者 の 日 常 生 活 に 係 る 金 銭 の 管 理 に 関 す る 事 項 の み を 内 容 と

す る契約を締結すること。

　
六  

　
入 居 者 に 係 る 金 銭 等 の 出 納 を 行 う 場 合 に は 、無 料 低 額 宿 泊 所 の 職 員 が 二 人 以 上 で 確 認 を 行 う 等 の 適 切 な 体 制 を

整 備すること。

　
七  

　
無 料 低 額 宿 泊 所 が 金 銭 の 管 理 を 行 う 入 居 者 ご と に 入 居 者 に 係 る 金 銭 等 の 収 支 の 状 況 を 明 ら か に す る 帳 簿 を 整 備

す るとともに、収支の記録について定期的に当該入居者本人に報告を行うこと。

　
八

　
入 居者が退居する場合には、速やかに、管理する入居者に係る金銭等を当該入居者に交付すること。

　
九  

　
入 居 者 に 係 る 金 銭 等 の 詳 細 な 管 理 方 法 、入 居 者 本 人 に 対 す る 収 支 の 記 録 の 報 告 方 法 等 に 関 す る 規 程 を 定 め る こ

と 。

　
十

　
前 号の規程を定め、又は変更したときは、県に届け出ること。

　
十  一

　
入 居 者 が 生 活 保 護 法 （昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 四 十 四 号 ） 第 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 被 保 護 者 で あ る 場 合 に お い

て 、当 該 入 居 者 の 日 常 生 活 に 係 る 金 銭 の 管 理 に 関 す る 契 約 を 締 結 し 、又 は 変 更 す る と き は 、当 該 入 居 者 に 係 る 同

法 第十九条第四項に規定する保護の実施機関にその旨の報告を行うこと。

　
十 二

　
入 居者に係る金銭等の管理の状況について、県の求めに応じて速やかに報告できる体制を整えておくこと。

　 　　
附

　
則

１

　
こ の規則は、令和二年四月一日から施行する。

２  

　
条 例 附 則 第 二 項 に 規 定 す る 居 室 の 設 備 の 基 準 の う ち 規 則 で 定 め る も の は 、第 三 条 第 一 号 イ 及 び ニ か ら ヘ ま で に 掲

げ る要件とする。

　
食 品衛生法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
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令 和二年三月二十六日

 石 川県知事

　 　　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

石 川県規則第八号

　 　　
食 品衛生法施行細則の一部を改正する規則

　
食 品衛生法施行細則（昭和四十八年石川県規則第七十七号）の一部を次のように改正する。

　
第 三条中「第九条第一項ただし書」を「第十条第一項ただし書」に改める。

　
第 十一条（見出しを含む。） 及び第十二条（見出しを含む。） 中「第三条第二項」を「第二条第二項」に改める。

　
第 十四条中「第五条」を「第四条」に改める。

　
第 十九条及び第二十条を削る。

　
第 二十一条（見出しを含む。） 中「第七条第一項」を「第五条第一項」に改め、同条を第十九条とする。

　
第 二十二条第一項中「 第七条第一項」を 「 第五条第一項」に 、「 別記様式第十五号」を 「 別記様式第十四号」に 改め、

同 項ただし書中「 別記様式第十六号」を 「 別記様式第十五号」に 改め、同 条第三項中「 第八条第一項」を 「 第六条第一項」

に 、「 別記様式第十五号」を「別記様式第十四号」に改め、同条を第二十条とする。

　
第 二十三条中「 第七条第二項（ 条例第八条第二項」を 「 第五条第二項（ 条例第六条第二項」に 、「 別記様式第十七号」

を 「別記様式第十六号」に改め、同条を第二十一条とする。

　
附 則第五項及び第六項を削る。

　
別 記様式第一号中「殿 」 を「様 」 に、「日本工業規格 」 を「日本産業規格 」 に改める。

　
別 記様式第二号及び別記様式第三号中「日本工業規格 」 を「日本産業規格 」 に改める。

　
別 記様式第四号から別記様式第六号まで及び別記様式第九号から別記様式第十三号までの様式中「殿 」 を 「様 」 に 、

「日本工業規格 」 を「日本産業規格 」 に改める。

　
別 記様式第十四号を削る。

　
別 記様式第十五号中「第22条関係 」 を 「第20条関係 」 に 、「殿 」 を 「様 」 に 、「日本工業規格 」 を 「日本産業規格 」 に 改め、

同 様式を別記様式第十四号とする。

　
別 記様式第十六号中「第22条関係 」 を 「第20条関係 」 に 、「殿 」 を 「様 」 に 、「日本工業規格 」 を 「日本産業規格 」 に 改め、

同 様式を別記様式第十五号とする。

　
別 記様式第十七号中「第23条関係 」 を 「第21条関係 」 に 、「殿 」 を 「様 」 に 、「日本工業規格 」 を 「日本産業規格 」 に 改め、

同 様式を別記様式第十六号とする。

　 　　
附

　
則

１

　
こ の規則は、令和二年六月一日から施行する。

２  

　
こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 第 十 九 条 及 び 第 二 十 条 の 規 定 並 び に 別 記 様 式 第 十 四 号 は 、こ の 規 則 の 施 行 の 日 か ら 令 和

三 年五月三十一日までの間は、な おその効力を有する。この場合において、第 十九条第一号中「 政令」と あるのは「 食

品 衛 生 法 施 行 令 及 び 厚 生 労 働 省 組 織 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （令 和 元 年 政 令 第 百 二 十 二 号 ） 第 一 条 の 規 定 に よ る 改

正 前の政令（次号において旧政令という。） 」 と、同条第二号中「政令」とあるのは「旧政令」とする。

　
石 川県興行場法施行条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　 　
令 和二年三月二十六日

 石 川県知事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

石 川県規則第九号

　 　　
石 川県興行場法施行条例施行規則の一部を改正する規則

　
石 川県興行場法施行条例施行規則（昭和五十九年石川県規則第五十七号）の一部を次のように改正する。

　
第 二条を次のように改める。

（ 便所の基準）

第 二条

　
条 例第四条第三号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

　
一  

　
設 置 場 所 は 、場 内 と す る こ と 。た だ し 、他 の 用 途 を 主 と す る 建 築 物 内 に 設 置 さ れ た 小 規 模 施 設 等 で あ つ て 、当

該 施 設 に 近 接 し て 入 場 者 の 需 要 を 満 た す こ と が で き る 適 当 な 規 模 を 有 す る 便 所 が 利 用 で き る 場 合 は 、こ の 限 り で

な い。

　
二

　
少 なくとも男性用大便所及び女性用便所を一箇所以上設けること。

　
三

　
窓 又は換気設備及び不浸透質の便器を設けた水洗式とすること。
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四  

　
出 入 口 は 、直 接 観 覧 室 に 開 口 し な い 構 造 で あ る こ と 。た だ し 、次 室 を 設 け る 等 衛 生 上 支 障 が な い と 認 め ら れ る

場 合は、この限りでない。

　
五

　
床 面及び床面から一メートル以上の高さまでの内壁は、不浸透性材料で作られていること。

　
六  

　
便 器 の 総 数 は 、次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 観 覧 室 の 床 面 積 の 区 分 ご と に そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に よ り 算 定 し た 数 以 上

と すること。
観 覧 室 の 床 面 積 の 合 計 便

　 　
器

　 　
数

一

　
三 百平方メートル以下 床 面積の十五平方メートルごとに一個

二

　
三 百平方メートルを超え六百平方メートル以下二 十 に 床 面 積 の 三 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え る 部 分 に つ き

二 十平方メートルごとに一を加えた個数

三

　
六 百平方メートルを超え九百平方メートル以下三 十 五 に 床 面 積 の 六 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え る 部 分 に つ き

三 十平方メートルごとに一を加えた個数

四

　
九 百平方メートルを超えるとき四 十 五 に 床 面 積 の 九 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え る 部 分 に つ き

六 十平方メートルごとに一を加えた個数

　
七  

　
男 性 用 と 女 性 用 の 便 器 の 数 は 、興 行 場 の 種 別 、規 模 及 び 用 途 並 び に 男 女 別 の 利 用 者 数 等 を 考 慮 し 、そ れ ら を 適

切 に反映したものとすること。

　
八  

　
男 性 用 の 大 便 器 は 、小 便 器 五 個 以 内 ご と に 一 個 と す る こ と 。た だ し 、座 便 式 便 器 等 小 便 器 と 兼 用 で き る 便 器 の

場 合は、その割合を適宜変えることができる。

　
九

　
適 当な数の流水式手洗設備を設けること。

　
第 七条を次のように改める。

（ 場内の表示事項）

第  七 条

　
条 例 第 八 条 第 一 項 第 七 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 事 項 は 、ご み 等 場 内 を 不 潔 に す る お そ れ の あ る も の を ご み

箱 以外のところに投棄しないこととする。

　
別 記様式第一号を次のように改める。
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別記様式第１号（第８条関係）

 年　　　月　　　日　

　石川県知事　様

 申請人　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 氏　　名　　　　　　　　　　印　　　　　　　　

 生年月日　　　年　　　月　　　日生　　　　　　

 電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  
法人にあつては、事務所所在地、

  　　　　　　　

 名称及び代表者の職氏名　　　　　　　　　　　　

興行場営業許可申請書

　次のとおり興行場を営業したいので、石川県興行場法施行条例第11条の規定により関係書類を添えて申請します。

興 行 場

名 称

所 在 地

種 別

常 設 、 仮 設 の 別 　常　設・仮　設

開 設 予 定 年 月 日
　　　年　　　月　　　日

（仮設興行場にあつては営業期間）

入 場 者 の 定 員 人

管 理 人
住 所

氏 名 及 び 生 年 月 日 年　　　月　　　日生

公 衆 衛 生

責 任 者

住 所

氏 名 及 び 生 年 月 日 年　　　月　　　日生

構

造

設

備

の

概

要

階 別 区 分 階 階 階 計

延 床 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

居 室 面 積
観 覧 室

便 所

便 器 数

男 大 個 個 個 個

男 小

女

計

観 覧 席

い す 席 席 席 席 席

座 席

ま す 席

立 見 席

計

照 度

観 覧 室（ 休 憩 時 ） ルクス ルクス ルクス

　 〃 　（ 上 演 時 ）

ロ ビ ー

廊 下

便 所

階 段

敷 地 面 積 ㎡

空 気 環 境

設 備 の 種 類

観 覧 室

そ の 他

（備考）

　　１　管理人の欄は、営業者が雇用又は委託により興行場を管理する者を置く場合に記入すること。

　　２ 　「公衆衛生責任者」とは、石川県興行場法施行条例（昭和59年石川県条例第35号）第８条第２項の規定によ

り選任すべき公衆衛生に関する責任者をいう。

　　３　この用紙は、日本産業規格A４とすること。
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石川県訓令第２号

　
別 記様式第二号から別記様式第四号までの規定中「殿 」 を 「様 」 に 、「日本工業規格 」 を 「日本産業規格 」 に 改める。

　 　　
附

　
則

　
こ の規則は、令和二年四月一日から施行する。

　
石 川県ふぐの処理等の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　 　
令 和二年三月二十六日

 石 川県知事

　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

石 川県規則第十号

　 　　
石 川県ふぐの処理等の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則

　
石 川 県 ふ ぐ の 処 理 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （平 成 十 八 年 石 川 県 規 則 第 五 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
　
目 次中「第二章

　
ふ ぐの処理等の規制（第四条）」 を「第二章

　
削 除」に改める。

　
第 二章を次のように改める。

　 　　
第 二章

　
削 除

第 四条

　
削 除

　
別 記 様 式 第 一 号 、別 記 様 式 第 三 号 か ら 別 記 様 式 第 八 号 ま で 、別 記 様 式 第 十 号 及 び 別 記 様 式 第 十 二 号 か ら 別 記 様 式 第

十 六号までの様式中「日本工業規格 」 を「日本産業規格 」 に改める。

　
別 記様式第十七号中「魚介類せり売営業 」 を 「魚介類競り売り営業 」 に 、「日本工業規格 」 を 「日本産業規格 」 に 改める。

　
別 記様式第十九号から別記様式第二十二号までの様式中「日本工業規格 」 を「日本産業規格 」 に改める。

　 　　
附

　
則

　
こ の 規 則 は 、公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。た だ し 、第 四 条 の 改 正 規 定 は 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 、別 記 様 式 第 十 七 号 の 改

正 規定（「魚介類せり売営業 」 を「魚介類競り売り営業 」 に改める部分に限る。） は同年六月一日から施行する。

　
石 川県卸売市場条例施行規則を廃止する規則をここに公布する。

　 　
令 和二年三月二十六日

 石 川県知事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

石 川県規則第十一号

　 　　
石 川県卸売市場条例施行規則を廃止する規則

　
石 川県卸売市場条例施行規則（昭和四十六年石川県規則第七十五号）は、廃止する。

　 　　
附

　
則

　
こ の規則は、令和二年六月二十一日から施行する。

　
石 川県漁港管理条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　 　
令 和二年三月二十六日

 石 川県知事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

石 川県規則第十二号

　 　　
石 川県漁港管理条例施行規則の一部を改正する規則

　
石 川県漁港管理条例施行規則（昭和三十三年石川県規則第四十六号）の一部を次のように改正する。

　
第 九条を削り、第十条を第九条とし、第十一条から第十四条までを一条ずつ繰り上げる。

　
別 記第一号様式及び別記第三号様式中「殿 」 を「様 」 に改める。

　
別 記第六号様式中「第10条 」 を「第９条 」 に、「殿 」 を「様 」 に改める。

　
別 記第七号様式中「第11条 」 を「第10条 」 に改める。

　 　　
附

　
則

　
こ の規則は、令和二年四月一日から施行する。

訓　　　　　　　　令
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 庁　　　中　　　一　　　般　

 出　　　先　　　機　　　関　

　石川県職員特殊勤務手当支給規程（昭和35年石川県訓令第10号）の一部を次のように改正する。

　　令和２年３月26日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

　第３条第２項中「第４条第２項」を「第４条第２項第１号」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次

の１項を加える。

２ 　条例第４条第１項第２号に規定する知事が認める作業は、豚熱のまん延を防止するために行う野生イノシシの死

体の運搬若しくは埋却又は野生イノシシの捕獲現場等の消毒の作業とする。

　第３条に次の１項を加える。

４ 　条例第４条第２項第３号に規定する知事が認める作業は、口蹄
てい

疫のまん延を防止するために行う牛のと殺又は豚

熱のまん延を防止するために行う豚のと殺の作業とする。

　第８条を削る。

　　　附　則

　この訓令は、令和２年４月１日から施行する。

石川県告示第96号

　電磁的記録を使用して行うことができる保存等（平成18年石川県告示第197号）の一部を次のように改正し、公表

の日から施行する。

　　令和２年３月26日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

　１の表石川県屋外広告物条例（昭和39年石川県条例第60号）の項中「石川県屋外広告物条例（昭和39年石川県条例

第60号）」を「いしかわ景観総合条例（平成20年石川県条例第29号）」に、「第18条の12」を「第89条」に改め、同表

身体障害者福祉法施行細則（昭和60年石川県規則第６号）の項中「第20条」を「第13条」に改める。

　２の表石川県屋外広告物条例の項中「石川県屋外広告物条例」を「いしかわ景観総合条例」に、「第18条の12」を「第

89条」に改め、同表身体障害者福祉法施行細則の項中「第20条」を「第13条」に改める。

石川県告示第97号

　電磁的記録を使用して行うことができる保存等（平成18年石川県告示第197号）の一部を次のように改正し、令和

２年６月１日から施行する。

　　令和２年３月26日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

　１の表石川県食品衛生法施行条例（平成12年石川県条例第14号）の項中「石川県食品衛生法施行条例（平成12年石

川県条例第14号）」を「石川県食品衛生法施行条例の一部を改正する条例（令和２年石川県条例第16号）附則第２項

の規定によりなお効力を有するものとされた同条例による改正前の石川県食品衛生法施行条例（平成12年石川県条例

第14号）」に改める。

　２の表石川県食品衛生法施行条例の項中「石川県食品衛生法施行条例」を「石川県食品衛生法施行条例の一部を改

正する条例附則第２項の規定によりなお効力を有するものとされた同条例による改正前の石川県食品衛生法施行条

例」に改める。

　
職 員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　 　
令 和二年三月二十六日

 石

　
川

　
県

　
人

　
事

　
委

　
員

　
会

　

石 川県人事委員会規則第五号

人　事　委　員　会

告　　　　　　　　示
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職 員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則

　
職 員の特殊勤務手当に関する規則（昭和三十一年石川県人事委員会規則第一号）の一部を次のように改正する。

　
第 一条の二中「豚コレラ、アフリカ豚コレラ」を「豚熱、アフリカ豚熱」に改め、同条に次の一項を加える。

２  

　
条 例 第 四 条 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 家 畜 伝 染 病 は 、口 蹄 疫 、豚 熱 、高 病 原 性 鳥 イ ン フ ル

エ ンザ及び低病原性鳥インフルエンザとする。

　 　　
附

　
則

　
こ の規則は、令 和二年四月一日から施行する。ただし、第 一条の二の改正規定（「 豚コレラ、ア フリカ豚コレラ」を 「 豚

熱 、アフリカ豚熱」に改める部分に限る。） は、公布の日から施行する。
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